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分類
（キーワード）

No.

全般 1 溢水00-01 R23 2023/2/20

許可時には開示していた部分にマスキングが処さ
れている箇所などがあるため，マスキングが必要
な箇所について精査すること。

要 許可時のマスキングも踏まえ設工認申請でマスキ
ングが必要となる箇所を再度確認する。
過去提出分についても溢水00-01の修正提出に合わ
せ再確認し，修正する。

資料提出に合わせ適
宜，対応する

－

別紙４全体 2
溢水00-01 R23　別紙4-1～
5

2023/2/10

溢水防護区画はDBとSAでどのようにまとめるの
か，整理して説明すること。

要 溢水防護対象設備および重大事故等対処設備につ
いて個々に防護区画を設定し，添付書類に記載し
ている。ただし，溢水影響評価の説明を合理的に
行うために，双方の情報を含めた区画図を作成
し，補足説明資料にて説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」） －

3
溢水00-01 R23　別紙4-1～
5

2023/2/20

SAとの書き分けについて，現状の整理を示して調
整が必要な部分などを明確化すること。

要 SA側で，溢水から防護すべき設備および地震動の
条件（1.0Ssまたは1.2Ss）を重事17で明確にした
上で，溢水側に引き渡す。
溢水側においては，SA側から引き渡された内容に
基づき，溢水00-01 別紙4-3以降で，溢水影響評価
や溢水対策設備の設計について展開する。

別紙提出：
2023/3/29

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

SA 追而

3-1
コメントに対する対応方針
（溢水）

2023/3/14

SAとの書き分けにおいて，SA事象としての全周破
断に対する溢水評価への考慮について整理して説
明すること。

要 SA事象としての配管全周破断と溢水影響評価に要
求する条件について重事17で明確にした上で，条
件を溢水側に引き渡す。

別紙提出：
2023/3/29

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

SA 追而

別紙４全体 4
溢水00-01 R23　別紙4-1～
5

2023/2/20

共通00の別紙4-3，4-4において，発電炉と比較す
る箇所に不適切な引用が散見されるため，合致す
る箇所を比較すること。

不要 溢水00-01 別紙4全般において，備考欄の炉との比
較（差異理由，差異の妥当性）の見直しを行う。
構成が変更となった箇所についても比較が容易と
なるよう別紙4を見直す。

資料反映：
2023/4/中旬
（溢水00-01を修正）

－

別紙４全体 5
溢水00-01 R23　別紙4-1～
5

2023/2/20

DB（1.0Ss）とSA（1.2Ss）の差異について，対象
となる範囲（施設や溢水防護区画）などを整理し
て説明すること。

要 1.0Ss時の溢水影響評価の結果と1.2Ss時の溢水影
響評価結果を整理した上で，説明性の向上の観点
から資料の構成について検討し説明する。また，
溢水00-01 別紙4-4に反映する。

別紙提出：
2023/3/29

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

SA 追而

別紙４全体 6
溢水00-01 R23　別紙4-1～
5

2023/2/22

溢水の申請書/補足説明資料では多数の評価，表，
図を示すことになるので，どの資料で何を示すの
か，目的と内容について整理して説明すること。
（内部火災コメントの展開）

要 溢水に係る添付書類，補足説明資料で示す図表
と，その目的を整理し（図表サンプルも示す），
別紙にて説明する。コメントに対する対応方針に
対する議論をふまえ，添付の図表は適宜修正す
る。

別紙提出：
2023/3/15

7

別紙４全体 7
溢水00-01 R23　別紙4-1～
5

2023/2/22

添付書類の構成（順番）が，説明すべき順番と整
合していない（溢水対策設備の詳細設計に係る説
明等が溢水評価結果の後に示される）ため，添付
書類の記載を整理して説明すること。

要 溢水対策設備の設計方針は，溢水影響評価結果の
前提条件となるため，「別紙4-3　溢水影響に関す
る評価方針」の次に説明する。また，溢水防護設
備に対する設計要求である耐震設計や強度設計に
ついては，溢水対策設備の設計方針を踏まえて具
体を展開すること，さらにはこれらも溢水影響評
価結果の前提条件となることから，溢水影響評価
結果の前に説明するものとして説明すべき順番に
整合するよう，別紙４の記載順を見直す。

資料反映：
2023/4/中旬
（溢水00-01を修正）

－

別紙４全体

コメントに対する対応方針（溢水）

別紙No.
コメント管理No.

コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
化学薬品漏えい

への展開
対応スケジュール

他条文、共通
資料との関係

有無
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商業機密および核不拡散の観点から公開できない箇所



分類
（キーワード）

No.

コメントに対する対応方針（溢水）

別紙No.
コメント管理No.

コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
化学薬品漏えい

への展開
対応スケジュール

他条文、共通
資料との関係

有無

別紙４全体 8
溢水00-01 R23　別紙4-1～
5

2023/2/22

審査会合資料でも示されている分類定義（溢水対
策設備，溢水防護設備）が現状申請書と整合して
いないため，整理して説明すること。

要 審査会合資料で示している分類定義（溢水対策設
備，溢水防護設備）と申請書を整合させるよう整
理する。これについては，溢水00-01 別紙1（基本
設計方針）,別紙4-1,3,5を見直しし説明する。

資料反映：
2023/4/上旬
（溢水00-01別紙1を修
正）

2023/4/中旬
（溢水00-01別紙4を修
正）

－

溢水による損傷の防
止に対する基本方針

9 溢水00-01 R23　別紙4-1 2023/2/10

保守セルのプラグについては，耐震側で扱いにつ
いて確認するが，開口部としての整理も考えられ
るため，状況を確認しておくこと。

不要 保守セルのプラグ・開口部の止水性については耐
震条文での議論も踏まえ，別途ヒアリングにて説
明する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

追而

溢水による損傷の防
止に対する基本方針

10 溢水00-01 R23　別紙4-1 2023/2/22

基本設計方針では，堰等への設計要求として「基
準地震動Ssによる地震力等の溢水の要因となる事
象」に対して機能を維持する設計とすることとし
ているのに対し，添付書類では「等」の記載がな
くなっている。考慮すべき荷重，環境要因をふま
え，必要な設計要求を整理すること。

要 溢水の要因となる事象に対して考慮すべき荷重
は，溢水水位に応じた静水圧及び基準地震動Ssに
よる地震力である。考慮すべき環境要因は淡水と
化学薬品である。
詳細は別紙に示す。

別紙提出：
2023/3/10

共通12 1

溢水による損傷の防
止に対する基本方針

2.4
11 溢水00-01 R23　別紙4-1 2023/2/10

溢水防護板に対する設計要件として，不燃性・難
燃性材料を適用することが基本設計方針で記載さ
れているにも関わらず，添付書類で記載が消えて
いるので，必要性を確認して適切に整理して説明
すること。

要 「防護板は主要部材に不燃性材料又は難燃性材料
を用いる」旨を溢水00-01 別紙4-1の「2.4.2　被
水影響を防止する設備」に追記して説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」） －

12 溢水00-01 R23　別紙4-1 2023/2/22

許可，基本設計方針で対策の候補として挙げてい
たもののうち，採用しなかった対策（設備）とそ
の理由について明記すること。

要 許可及び基本設計方針で対策の候補として挙げて
いたもののうち，採用しなかった設備は，ターミ
ナルエンド防護カバー，蒸気防護板並びに漏えい
検知器及び液位計である。詳細設計段階におい
て，これらを設置しなくても溢水防護対象設備に
要求される安全機能を損なわないことを確認して
いる。詳細は別紙に示す。
溢水00-01 別紙4-1の「2.4 溢水防護設備の設計方
針」に追記する。

別紙提出：
2023/3/10

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

共通12 2

12-1
コメントに対する対応方針
（溢水）別紙２

2023/3/14

既設の漏えい検知器及び液位計を溢水評価におい
て期待する場合に，溢水対策設備とする考え方に
ついて，設備に要求する機能の観点も踏まえ整理
すること。

要 溢水対策設備として設定する考え方について整理
した上で，既設の漏えい検知器及び液位計に対す
る扱いを整理する。詳細は別紙に示す。
溢水00-01 別紙4-1の「2.4 溢水防護設備の設計方
針」に追記する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

共通12 追而

溢水による損傷の防
止に対する基本方針

2.4
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分類
（キーワード）

No.

コメントに対する対応方針（溢水）

別紙No.
コメント管理No.

コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
化学薬品漏えい

への展開
対応スケジュール

他条文、共通
資料との関係

有無

溢水防護対象設備の
選定

13 溢水00-01 R23　別紙4-2 2023/2/20

評価対象設備の選定作業について以下を留意のこ
と。
・第１回申請時に共通09にて安重設備に期待する
機能を整理しているはずなので，当該機能と紐づ
けて整理すること。
・静的機器を理由に除外している配管について
は，配管自体の安全機能も考慮して除外可否を判
断すること。また，配管閉塞については，没水影
響だけではなく被水影響も考慮して判断すること
・再精査の進め方の方針確認のため，現状の考え
方を事前に説明すること。

要 評価対象設備の選定作業については，共通09で整
理した安全機能をふまえ網羅的に評価対象を選定
する方法を再整理した。現在，その方法に基づき
設備の選定作業中。

別紙提出：
2023/3/29

資料提出：
2023/4/上旬
（「１．設計条件及び
評価判断基準」） 評価対象設備

の選定
追而

溢水防護対象設備の
選定

14 溢水00-01 R23　別紙4-2 2023/2/20

溢水防護区画図は，火災の防護区画図も参考に，
必要な情報を含めて説明すること。

要 溢水00-01別紙4-2の溢水防護区画図及び薬品00-01
別紙4-2の化学薬品防護区画図は，区画の境界を明
確にし，評価対象の防護対象設備がどの区画に設
置されているかがわかるよう見直しし説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」） －

溢水評価条件の設定 15 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

SA設備の選定におけるアクセスルートの設定につ
いて，操作場所での操作の可否に対する考え方が
不足しているので，必要な整理を実施すること。

要 SA対象設備の選定の整理に係る操作場所の整理に
ついては，アクセスルートも含めてSA側で説明す
る。

－

SA 追而

溢水評価条件の設定 16 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

被水影響評価の判定基準，結果について以下を整
理すること
・a～fの判定基準の具体を添付書類の記載で明確
にすること。（曖昧な表現の明確化，SAとDBの基
準の重複解消など）
・誤解を招かない，読み手にわかりやすい注釈，
凡例，結果の示し方を検討のこと。
・建屋毎に纏めて結果を整理しているものは，そ
の内訳がわからないため，結果を纏めることの妥
当性を整理すること。

要 被水影響評価の判定基準を明確化，影響評価の結
果示す表の記載を適正化，建屋毎に結果を纏めた
ものは細分化し説明する。溢水00-01及び薬品00-
01の別紙4-3を見直しする。
（見直し内容の概要は，記載方針が整理でき次
第，本リストにて示す）

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

－

溢水評価条件の設定 17 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

蒸気影響評価の判定基準，結果について以下を整
理すること。
・a～eの判定基準の具体を添付書類の記載で明確
にすること。（曖昧な表現の明確化，SAとDBの基
準の重複解消など）

不要 蒸気影響評価の判定基準を明確化し説明する。溢
水00-01及び薬品00-01の別紙4-3を見直しする。
（見直し内容の概要は，記載方針が整理でき次
第，本リストにて示す）

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」） －

溢水評価条件の設定 18 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

溢水源除外の評価方針を耐震側でどこで引き渡す
か検討のうえ，添付書類を整理して説明するこ
と。

要 溢水源除外の評価方針を耐震側に引き渡すことに
ついて，別紙4-3に評価・対策することは記載して
いるが，受渡しについては記載がないことから，
追記する。

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」） 耐震 －

溢水評価条件の設定
2.

19 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

溢水影響評価において，溢水源から除外する場合
と，溢水防護設備で影響を緩和する場合とは，ど
のように区分けしているか，考え方を整理するこ
と。

要 基本的な設計の考え方は，既設設備の状態で発生
する溢水量に対して，溢水防護対象設備への影響
を確認する。溢水防護対象設備への影響が確認さ
れたものに対しては，工事規模と現場施工性をふ
まえ，溢水量を減らす（溢水源から除外する）場
合と，溢水対策設備を設置する場合のどちらかを
選択している。
この考え方については，溢水00-01 別紙4-1～4-5
に反映する。

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

－
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分類
（キーワード）

No.

コメントに対する対応方針（溢水）

別紙No.
コメント管理No.

コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
化学薬品漏えい

への展開
対応スケジュール

他条文、共通
資料との関係

有無

溢水評価条件の設定
2.

20 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

溢水源の設定において，同じ系統内でも範囲によ
り破損形状が変更する場合などを含め，想定する
溢水源について整理すること。

要 同じ系統内でも範囲により破損形状を変更する場
合の溢水源の設定の方法について別紙にて説明
し，溢水00-01別紙4-3の記載を見直す。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

追而

溢水評価条件の設定
2.1

21 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

溢水源の設定において，配管の強度評価結果に基
づき破損想定を除外しているものに対して，減肉
管理といった保守管理に対する考え方も整理して
説明すること。

要 破損想定を除外している配管については，減肉管
理を必要とする系統と代表箇所を選定し，減肉管
理を実施していくこととしている。管理対象の選
定や考え方について，補足説明資料にて説明す
る。

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

－

溢水評価条件の設定
2.1

22 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

溢水量の算出にかかる安全率に関して，蒸気影響
評価では除外する理由について，発電炉との差異
を確認し説明すること。

要
（腐食性ガス）

再処理施設における蒸気影響評価に用いる安全率
については，溢水量ではなく蒸気暴露試験の温度
条件にて裕度を確保していることを，別紙にて説
明する。

別紙提出：
2023/3/17

8

溢水評価条件の設定
2.1

23 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

評価に用いる溢水量の算出において，同一の系統
内でも健全な箇所と破損を想定する箇所が混在し
ている場合に対する考慮が読み取れる記載とする
こと。

不要 同じ系統内でも範囲により破損形状を変更する場
合の溢水源の設定の方法について別紙にて説明
し，溢水00-01別紙4-3の記載を見直す。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

追而

溢水評価条件の設定
2.1

24 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

溢水量の算定において系統保有量を安全率で乗算
している理由について，不確かさを踏まえて説明
すること。

要 系統保有水量について，製作誤差を不確かさとし
て安全率を乗算していることを，別紙で説明す
る。

別紙提出：
2023/3/17

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

9

溢水評価条件の設定
2.2

25 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

屋外の消火栓からの溢水量に関する発電炉との比
較において，備考欄の記載が適切ではないため，
内容を確認の上，整理して説明すること。

不要 屋外からの消火栓については，別紙4-3備考欄の記
載の適正化を図り，発電炉との差を説明する。こ
れについては，溢水00-01 別紙4-3に反映する。

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」） －

4/9
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分類
（キーワード）

No.

コメントに対する対応方針（溢水）

別紙No.
コメント管理No.

コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
化学薬品漏えい

への展開
対応スケジュール

他条文、共通
資料との関係

有無

26 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

使用済燃料貯蔵プール，ピットのスロッシング評
価において，通常と異なる状態（蓋の一時的な取
外し）による評価への影響について，整理して説
明すること。

不要 通常と異なる状態（保守点検時の蓋の一時的な取
外し等）を考慮し，蓋を考慮しない解析モデルに
てスロッシング量の評価を実施し，現評価のス
ロッシング量への影響を確認する。詳細は別紙に
示す。
通常と異なる状態を考慮している旨は，溢水00-01
別紙4-3の「2.3.2 溢水量の設定」にて記載し，影
響確認結果を補足説明資料にて説明する。

別紙提出：
2023/3/10

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 3

26-1
コメントに対する対応方針
（溢水）別紙３

2023/3/14

評価において保守性を持たせる部分と実態に則し
た評価としている部分について，その考え方とと
もに使い分けを整理すること。

不要 燃料貯蔵プール・ピットのスロッシング評価にお
いて設定する評価モデル（条件）について，系外
に出た溢水は戻らないものとして保守的に評価し
ている一方，燃料貯蔵プール・ピット等の内側
（NS方向）に張り出している床面からの溢水は戻
ることが期待できることから実態に即した評価と
してる。この条件を具体化するとともに，その考
え方を整理し，別紙にて説明する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

追而

26-2
コメントに対する対応方針
（溢水）別紙３

2023/3/14

スロッシング評価における蓋の取外しによる評価
結果への影響について明確化するとともに，現在
の評価との関係も含めて整理すること。

不要 通常と異なる状態（保守点検時の蓋の一時的な取
外し等）でのスロッシング評価を実施し，現在の
評価への影響等について整理して説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

追而

溢水評価条件の設定
2.4

27 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

その他の溢水のうち，屋外タンク等の損傷による
溢水において，溢水源とする設備リストに記載の
ない設備の申請上の扱いについて整理すること。
また，設定の考え方については，添付書類への記
載を整理すること。

不要 屋外の溢水源については，設工認申請対象設備又
は設工認申請対象外のものがある。溢水影響評価
において，溢水源として設定している屋外タンク
等を整理し，補足説明資料にて説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

－

28 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

屋外タンク等の損傷による溢水において，評価上
設定する保守性（地下ピットの保有水は全量ス
ロッシングで溢水する想定にしていること，耐震
性のある冷却塔が地震で損壊する想定としている
こと）については，説明の合理性も考慮して整理
し説明すること。

不要 敷地内にある屋外タンクについては，全て溢水源
としている。また，地下ピットについては全量を
敷地に流出することとして評価する設計の考え方
としていることを補足説明資料にて説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

－

28-1
コメントに対する対応方針
（溢水）

2023/3/14

屋外の溢水源に対する想定について保守性を持っ
た設定としている考え方を説明すること。

不要 屋外タンク等の溢水源については，地震時におけ
る評価を実施し，溢水源となるタンク等，溢水源
とならないタンク等を整理し，それらを踏まえて
溢水量を設定した考え方を説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

溢水評価条件の設定
2.4

29 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

その他の溢水で想定する自然現象について，考慮
すべき事象全体を列挙したうえで発電炉と比較
し，過不足を整理すること。

要 その他溢水で想定する自然現象について，発電炉
との比較の結果，設計上考慮すべき自然現象及び
人為事象に過不足なく考慮されていることが確認
されたことを，別紙にて説明する。
これについては，溢水00-01 別紙4-3に反映する。

別紙提出：
2023/3/17

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

10

溢水評価条件の設定
3.2

30 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

溢水経路の設定において，バウンダリとして考慮
するもの，しないものが不明確な記載となってい
る箇所があるため，全体的に記載を整理して説明
すること。

要 溢水00-01別紙4-3の「3.2 溢水経路の設定」の記
載について整理し，説明する。これについては，
溢水00-01 別紙4-3に反映する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

溢水評価条件の設定
2.3

溢水評価条件の設定
2.4
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分類
（キーワード）

No.

コメントに対する対応方針（溢水）

別紙No.
コメント管理No.

コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
化学薬品漏えい

への展開
対応スケジュール

他条文、共通
資料との関係

有無

31 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

管理区域外漏えいについて，どの条文で説明する
のか，また，溢水評価への影響はないかを整理す
ること。

不要 溢水条文の中で，閉じ込め要求の堰（施設外漏え
い防止堰）の存在を前提として溢水経路を評価す
ることとし，補足説明資料にて説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 閉じ込め －

31-1 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/3/14

施設外漏えい防止堰（既設の堰）の扱いについて
整理して説明すること。

不要 既設の施設外漏えい防止堰を溢水対策設備として
設定する考え方について整理する。詳細は別紙に
示す。
溢水00-01 別紙4-1の「2.4 溢水防護設備の設計方
針」に追記する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

閉じ込め 追而

溢水評価条件の設定
4.

32 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

溢水評価におけるアクセス通路部について，「原
則」として水位の基準を設けているにも関わら
ず，さらに評価により判定基準を設定しており，
基準が不明確であるため，整理すること。

要 溢水影響評価におけるアクセス通路部に係る水位
の判定基準について整理し，説明する。溢水00-01
別紙4-3の「4.溢水評価」に追記する。

別紙提出：
2023/3/29

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

追而

溢水評価条件の設定
4.

33 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

蒸気遮断弁の動作に係る応答遅れ等，数値の根拠
を説明すること。

不要 蒸気遮断弁の動作に係る応答遅れ等，数値の根拠
については補足説明資料にて説明する。
（根拠の概要は，本リストにて示す）

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

溢水評価条件の設定
4.

34 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

漏えい検知器について，評価上は期待しないが，
実際は期待しているところがあるように読み取れ
たので，設工認なので，期待するものは何か，と
いうことをはっきり説明すること。

要 既設の漏えい検知器及び液位計を溢水対策設備と
して設定する考え方について整理する。詳細は別
紙に示す。
溢水00-01 別紙4-1の「2.4 溢水防護設備の設計方
針」に追記する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

共通12 4

溢水評価条件の設定
4.1

35 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

床勾配による保守性の考え方について，現実的と
している設定が平均的な話となっており，保守性
を示すものとなっていないため，根拠を踏まえて
説明すること。

要 再処理施設における床勾配については，現場の床
勾配に則した設計の考え方について整理し，詳細
は別紙に示す。
これについては，補足説明資料に反映する。

別紙提出：
2023/3/17

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

11

溢水評価条件の設定
4.1

36 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

屋外の溢水評価について，発電炉との章構成の違
いにより比較していないが，比較対象が存在して
いるので，適切に整理して比較すること。

不要 溢水00-01 別紙4全般において，備考欄の炉との比
較（差異理由，差異の妥当性）の見直しを行う。
構成が変更となった箇所についても比較が容易と
なるよう別紙4を見直す。

資料反映：
2023/4/中旬
（溢水00-01を修正） －

溢水評価条件の設定
4.1

37 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

屋外タンク等の破損による溢水に対し，発電炉で
は局所的な評価を実施し，再処理では実施してい
ないが，この必要性から整理して説明すること。

不要 屋外の溢水評価方法については，広域的な評価と
局所的な評価があり，溢水防護建屋及び溢水源と
なる機器の配置並びに溢水源となる機器の構造を
踏まえ選択し評価していることを，別紙にて説明
する。
これについては，補足説明資料に反映する。

別紙提出：
2023/3/17

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

12

溢水評価条件の設定
4.1

38 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/20

地下水の流入による溢水評価について，止水措置
を施して流入防止対策を図るとする一方で，溢水
評価も行うとしており，地下水からの防護方針が
不明確。記載を整理して説明すること。

不要 溢水防護建屋における地下水の流入を防止する境
界と，境界における流入防止対策を明確にした上
で，評価方法を整理し，溢水00-01 別紙4-3の
「4.1.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価方
法」にて説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

－

溢水評価条件の設定
3.2
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分類
（キーワード）

No.

コメントに対する対応方針（溢水）

別紙No.
コメント管理No.

コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
化学薬品漏えい

への展開
対応スケジュール

他条文、共通
資料との関係

有無

溢水評価条件の設定
4.1

39 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

屋外で発生する溢水に対する影響評価について，
炉と異なる章構成としていることが，却って内容
を複雑にしている面もあるため，どちらが良いか
整理して説明すること。

要 再処理施設の設工認申請書の構成に係る基本方針
をふまえ、他条文との横並びを図るとともに統一
が取れた説明ができる構成としていることを，別
紙で説明する。

別紙提出：
2023/3/24

資料反映：
2023/4/中旬
（溢水00-01を修正）

13

溢水評価条件の設定
4.2

40 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

被水影響評価における一部の炉との差異（炉で
は，溢水源と防護対象の間に遮蔽物（障壁）が
あったとしても，溢水源と防護対象が同一区画に
ある場合には，被水影響を受けるものとして整
理）の考え方，再処理の妥当性を添付書類で示す
こと。
遮蔽物（障壁）の位置づけ（設計要求），管理
（CM）を整理すること。

要 再処理施設の被水影響評価については，内部溢水
影響評価ガイドを参考に障害物を考慮し，評価し
ている。溢水00-01 別紙4-3の「4.2.1　防護すべ
き設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する
溢水評価方法」を修正する。
溢水・化学薬品評価で期待している設備について
改造工事等により評価結果に影響がないことを確
認することについて，その運用管理を保安規定に
定めることとしている。保安規定の記載等は関係
部署と調整中。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

－

溢水評価条件の設定
4.3

41 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/10

蒸気影響評価における空調条件の設定について，
発電炉との差異があるため，発電炉の考え方を確
認の上で比較して，記載を適正化すること。

不要 再処理施設においては，想定破損を起因として空
調設備が機能喪失することはないことから，空調
設備が運転した状態で評価を実施しており，現状
の評価で問題ないことを説明する。

－ －

溢水評価条件の設定
4.3

42 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

蒸気曝露試験の結果について不明な点（試験前，
中，後の判定内容について空欄がある）を整理し
て説明すること。

不要 各試験で要求される状態に対する判定基準を踏ま
えて適正化する。これについては，溢水00-01 別
紙4-3の「第2-8表　蒸気曝露試験内容及び結果」
に記載する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

溢水評価条件の設定
4.3

43 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

蒸気曝露試験における環境条件の設定において，
再処理では「圧力」を考慮していない理由を示す
こと。

不要 蒸気曝露試験では圧力を考慮した試験を実施して
いる。よって，「圧力」の考慮について記載す
る。これについては，溢水00-01 別紙4-3の
「4.3.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価方法」のうち「b.　蒸
気曝露試験及び蒸気影響机上評価」を見直しす
る。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

－

溢水評価条件の設定
溢水影響に関する評

価
44 溢水00-01 R23　別紙4-3 2023/2/22

評価に用いる数値の丸め方（処理桁数，切り上げ/
切り捨て）によっては，判定基準を満足しない可
能性もあるため，留意すること。

要 評価に用いる数値については，防護すべき設備へ
の溢水影響が大きくなるように端数処理を行うこ
と，また，端数処理を行う桁については評価で比
較する算出値の有効桁数を考慮して設定している
ことを，別紙にて説明する。

別紙提出：
2023/3/24

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

14

溢水影響に関する評
価
2.1

45 溢水00-01 R23　別紙4-4 2023/2/22

地下水に係る影響評価について，一部は，建屋外
壁ではなく建屋内に設けた境界で流入を防止を
図っていることが読みにくい。添付書類の記載を
整理して説明すること。

不要 溢水防護建屋における地下水の流入を防止する境
界と，境界における流入防止対策を明確にした上
で，溢水00-01 別紙4-3の「4.1.2　屋外で発生す
る溢水に関する溢水評価方法」にて説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

－

46 溢水00-01 R23　別紙4-5 2023/2/22

堰，防水扉，水密扉（水密ハッチ含む）の用途，
使い分けを明記すること。

不要 溢水水位や，荷物の搬入等を考慮して，堰，防水
扉及び水密扉の使い分けをしている。
詳細は別紙に示す。
用途，使い分けの考え方を溢水00-01別紙4-5に追
記する

別紙提出：
2023/3/10

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

共通12 5

7/9

7



分類
（キーワード）

No.

コメントに対する対応方針（溢水）

別紙No.
コメント管理No.

コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
化学薬品漏えい

への展開
対応スケジュール

他条文、共通
資料との関係

有無

46-1
コメントに対する対応方針
（溢水）別紙５

2023/3/14

堰と防水扉の使い分けについて，その方針を資料
中に明記して説明すること。

不要 基本的には堰で対応するが，重量物の搬入経路に
なっているところは防水扉とする方針が明確にわ
かるような記載に別紙を修正し，溢水00-01別紙4-
5にも反映する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/上旬
「2-1．システム設
計、構造設計」

共通12 5

46-2
コメントに対する対応方針
（溢水）別紙５

2023/3/14

水密扉と水密ハッチの書き分けについて整理する
とともに，図面を用いて水密ハッチの水密性につ
いて説明すること。

不要 類型分類を見据えた場合の水密扉と水密ハッチの
構造，設計要求を整理したうえで，水密ハッチを
水密扉の内数とするべきか否かを判断する。
また，水密ハッチの水密性については，期待する
部位を拡大図等で示す。
これについては，溢水00-01にも反映する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/上旬
「2-1．システム設
計、構造設計」

共通12 5

47 溢水00-01 R23　別紙4-5 2023/2/22

使用済燃料貯蔵プール・ピットに設置する蓋の耐
震性に係る設計要求，評価方法を整理して説明す
ること。

不要 蓋の設計要求である「地震に対してスロッシング
水量を低減する性能が損なわれない設計」等に対
し，必要な評価を実施する。
詳細は別紙に示す。
溢水00-01別紙4-5にて耐震性に係る設計方針を追
記する。耐震性に係る評価結果は補足説明資料に
て説明する。

別紙提出：
2023/3/10

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

共通12 6

47-1
コメントに対する対応方針
（溢水）別紙６

2023/3/14

蓋の構造を図面により明示し，地震及びスロッシ
ング荷重による浮き上がり，ズレに対する評価の
妥当性を説明すること。

不要 蓋の構造等を図面にて明示するとともに，評価手
法の妥当性について，別紙にて説明する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

共通12 6

溢水防護設備の詳細
設計

3.1, 4.1
48 溢水00-01 R23　別紙4-5 2023/2/22

溢水対策設備の分類（流入防止，溢水量低減な
ど）を要求事項をふまえ再整理し，添付資料構成
を整理して説明すること。

要 溢水対策設備について，要求される機能毎に溢水
対策設備の分類を再整理し，別紙で説明するとと
もに，溢水00-01 別紙4-5の「3.1　溢水伝播を防
止する設備」及び「4.1　溢水伝播を防止する設
備」に反映する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

共通12 追而

溢水防護設備の詳細
設計
4.1

49 溢水00-01 R23　別紙4-5 2023/2/22

防水扉・水密扉の確認試験における試験時間（1時
間）の設定根拠を整理して説明すること。。

不要 再処理施設において，防水扉・水密扉における試
験時間の設定根拠について整理し，補足説明資料
で説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

溢水防護設備の詳細
設計
4.1

50 溢水00-01 R23　別紙4-5 2023/2/22

貫通部止水処置におけるシール材のうち，モルタ
ルは試験対象外としている理由（根拠）を整理し
て説明すること。

不要 モルタルは壁と同材であり，止水性が見込まれる
ことから試験の対象外としている。これについて
は，溢水00-01 別紙4-5の「4.1.4 貫通部止水処置
の設計方針」に追記する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

溢水防護設備の詳細
設計
4.1

51 溢水00-01 R23　別紙4-5 2023/2/22

貫通部止水処置の複数のパターンの用途，使い分
けを整理して説明すること。

不要 再処理施設における貫通部止水処置について，場
所に応じた貫通部止水処置方法を整理し，溢水00-
01 別紙4-5の「4.1.4 貫通部止水処置の設計方
針」にて説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

溢水防護設備の詳細
設計

溢水防護設備の詳細
設計

8/9
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分類
（キーワード）

No.

コメントに対する対応方針（溢水）

別紙No.
コメント管理No.

コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
化学薬品漏えい

への展開
対応スケジュール

他条文、共通
資料との関係

有無

溢水防護設備の詳細
設計
4.1

52 溢水00-01 R23　別紙4-5 2023/2/22

溢水防護板の構造概要図について，溢水源，防護
対象の位置関係が示されないと，構造の妥当性が
確認できないため，必要な情報を図示すること。

要
（薬品防護板）

溢水防護板の構造概要図について，溢水源，防護
対象の位置関係が示せるように図を見直す。これ
については，溢水00-01 別紙4-5の「4.3　蒸気影
響を緩和する設備」を見直しする。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」

－

溢水防護設備の詳細
設計
4.2

53 溢水00-01 R23　別紙4-5 2023/2/22

温度検出器（測温抵抗体）の図中に部位（端子
部）の注釈を明記すること。

不要 温度検出器（測温抵抗体）の図中に部位（端子
部）の注釈を追記する。これについては，溢水00-
01 別紙4-5の「4.2　被水影響を防止する設備」を
見直しする。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

溢水防護設備の詳細
設計
4.4

54 溢水00-01 R23　別紙4-5 2023/2/22

地震計は設置するにも係わらず添付書類１に記載
がないため適性化を図ること。

不要 地震計に係る設計方針を，溢水00-01別紙4-1の
「2.4 溢水防護設備の設計方針」に追記する。

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

－

その他 55
溢水00-01 R23　別紙4-1～
5

2023/2/10

使用している計算式について，全体を確認して必
要に応じて整理して説明すること。

要 強度計算書も含めて使用している計算式を確認の
上，必要に応じて修正することとし，溢水00-01
別紙4-8～4-15を見直しする。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

その他 56
溢水00-01 R23　別紙4-1～
5

2023/2/10

使用する数値・計算式については，その根拠を明
確化して，説明を拡充すること。

要 強度計算書も含めて使用する数値・計算式の根拠
を明確化し，説明を拡充することとし，溢水00-01
別紙4-8～4-15を見直しする。

資料反映：
2023/4/中旬
「2-2.解析・評価等」 －

全般 57
コメントに対する対応方針
（溢水）

2023/3/3

今後の進め方として，本資料を活用してコメント
への対応方針を確認する。

要 今後の進め方として，「コメントに対する対応方
針（溢水）」に原燃の対応方針を的確にわかりや
すく記載し，ご説明していく。

適時

－

全般 58
コメントに対する対応方針
（溢水）

2023/3/3

各項目に対して，優先度を踏まえた週単位程度の
スケジュールを提示し説明すること。

要 各コメントについては，優先度を設定し「溢水／
化学薬品漏えい　対応スケジュール」に反映の
上，ご説明していく。

適時

－

全般 59
コメントに対する対応方針
（溢水）

2023/3/3

溢水対策設備，溢水源の除外については，共通12
に先駆けて方針決定する必要があるため，溢水条
文で選定の考え方を整理すること。
（コメント管理No.19と同じ。）

要 基本的な設計の考え方は，既設設備の状態で発生
する溢水量に対して，溢水防護対象設備への影響
を確認する。溢水防護対象設備への影響が確認さ
れたものに対しては，工事規模と現場施工性をふ
まえ，溢水量を減らす（溢水源から除外する）場
合と，溢水対策設備を設置する場合のどちらかを
選択している。
この考え方については，溢水00-01 別紙4-1～4-5
に反映する。

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1．システム設
計、構造設計」）

－

溢水評価条件の設定
2.

60
コメントに対する対応方針
（溢水）

2023/3/3

溢水源，溢水量の設定において，1系統中に複数の
破損形状を想定している理由を説明すること。ま
た，溢水源の除外は評価条件の設定ではなく，設
計として整理すること。
【No.20，23と同様のコメント】

要 同じ系統内でも範囲により破損形状を変更する場
合の代表例について別紙にて説明し，別紙4-3の記
載を見直す。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2.解析・評価
等」）

追而

9/9
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コメントに対する対応方針（溢水）　別紙リスト
令和５年３月24日　R０

資料№ コメント管理No. 提出日 Rev

別紙1 10 3/10 0

別紙2 12 3/10 0

別紙3 26 3/10 0

別紙4 34 3/10 0

別紙5 46 3/10 0

別紙6 47 3/10 0

別紙7 6 3/15 0

別紙8 22 3/17 0

別紙9 24 3/17 0

別紙10 29 3/17 0

別紙11 35 3/17 0

別紙12 37 3/17 0

別紙13 39 3/24 0

別紙14 44 3/24 0

別紙
備考

(1/1) 10



コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 1 Ｒ０ 

令和５年３月 13 日 

 
1 

コメント管理 No.10 

 

【コメント】 

基本設計方針では，堰等への設計要求として「基準地震動Ssによる地震力

等の溢水の要因となる事象」に対して機能を維持する設計とすることとして

いるのに対し，添付書類では「等」の記載がなくなっている。考慮すべき荷

重，環境要因をふまえ，必要な設計要求を整理すること。 

 

 

【回答】 

基本設計方針において「等」を記載した理由は，第１回認可時において
は，具体的に溢水影響評価についてお示ししていなかった。 

第２回申請においては，溢水影響評価並びに溢水対策設備について詳細設
計が完了したことから，個々の溢水対策設備毎に考慮すべき荷重並びに環境
条件を整理したことにより「等」の記載を削除した。 

溢水の要因となる事象は，想定破損，消火水等の放水，地震起因及びその
他の溢水の４事象である。 

これらの事象に対して考慮すべき荷重としては，溢水水位に応じた静水圧
及び基準地震動Ｓｓによる地震力である。 

また，環境要因としては，溢水として発生する液体は淡水及び化学薬品で
ある。 

化学薬品については，「第十三条 再処理施設内における化学薬品の漏え
いによる損傷の防止」にて説明する。 

 
 
 
 

 
（第１回設工認申請書 基本設計方針 「7.3.5 溢水防護設備」抜粋） 

 

以上 

 
 
 

溢水水位に応じた静水圧に係る記載 

溢水水位に応じた静水圧以外の荷重及び環境要因に係る記載。 

溢水の要因となる事象を踏まえ，荷重は基準地震動Ｓｓによる

地震力のみ，環境要因は淡水となる。 

11



コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 2 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

1

コメント管理 No.12

【コメント】 

許可，基本設計方針で対策の候補として挙げていたもののうち，採用しな

かった対策（設備）とその理由について明記すること。 

【回答】 

事業許可及び第１回認可時の基本設計方針では，自動検知・遠隔隔離シス
テム＊，ターミナルエンド防護カバー及び蒸気防護板の対策により，溢水防
護対象設備を蒸気影響から防護することとしていた。
詳細設計段階における設計プロセスとしては，自動検知・遠隔システムに

よる蒸気遮断を前提とした蒸気拡散解析を実施し，その結果に基づき，必要
に応じて蒸気量を制限するためのターミナルエンド防護カバーを設置するこ
ととしていた。 
また，必要に応じて蒸気の直接噴出から溢水防護対象設備を防護するため

に蒸気防護板を設置することとしていた。 

蒸気影響評価を実施した結果，ターミナルエンド防護カバーを設置しなく
ても，溢水防護対象設備に要求される安全機能を損なわないことが確認でき
たことから，ターミナルエンド防護カバーは設置しないこととした。 
直接噴出による影響については，詳細設計において蒸気暴露試験又は机上

評価の結果により，蒸気防護板を設置しなくても，溢水防護対象設備に要求
される安全機能を損なわないことが確認できたことから，蒸気防護板を設置
しないこととした。 

注記 ＊：自動検知・遠隔隔離システムは，蒸気漏えいによる区画内の温
度上昇を検知して蒸気配管又はダクトを隔離し，区画内に漏え
いする蒸気量を低減する設備である。 

事業許可及び第１回認可時の基本設計方針では，漏えい検知器及び液位計
により溢水量を低減する対策を行うことで，溢水防護対象設備を没水影響か
ら防護することとしていた。 
詳細設計段階において没水影響評価を実施した結果，漏えい検知器及び液

位計を新規に設置して隔離時間の短縮を図らずとも，通常運転時の監視(廃液
受槽の液位上昇等)や現場巡視による溢水の検知・隔離により，溢水防護対象
設備に要求される安全機能を損なわないことを確認できたため，漏えい検知
器及び液位計は設置しないこととした。 

12



コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 2 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

2

ターミナルエンド防護カバーのイメージ

蒸気防護板のイメージ 

以上 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 3 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

1 

コメント管理 No.26

【コメント】 

・使用済燃料貯蔵プール，ピットのスロッシング評価において，通常と異な

る状態（蓋の一時的な取外し）による評価への影響について，整理して説明

すること。 

【回答】 

使用済燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量（以下、
「スロッシング量」という。）の評価は、通常運転時には蓋が設置された状
態であるため、解析モデルの設定においても蓋を考慮しているが一部の蓋に
ついては、水中機器(リミットスイッチ、カメラ)の保守点検時、IAEA査察対
応等の非定常運転時において一時的に蓋の取外しが必要であることを確認し
たため、一時的に取外しが必要な蓋を考慮しない解析モデルにてスロッシン
グ量の評価を実施し、既存評価のスロッシング量への影響を確認する。 

(1)現状

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量（以降「スロッシング量」と

いう。）の評価における解析モデルには、通常運転時には設置された状態となる蓋を解析

モデルに考慮している。

14



コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 3 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

2 

(2)一時的に取外しが必要となる蓋について

蓋の取外しが必要となる作業及び取外しが必要な蓋の配置については以下の通り。

15



コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 3 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

3 

(3)蓋の取外した場合の解析モデルについて

現状の解析モデルは、橙色の範囲に溢れた水はスロッシング量として積算しており、

燃料貯蔵プール・ピット等から溢れた水は、再び燃料貯蔵プール・ピット等へ戻らない

ように保守的な解析モデルでスロッシング量の評価を実施している。 

  現状と同様の解析モデルで蓋の取外しを考慮した場合、スロッシング量が増加するこ

とは明らかであるため、蓋取外し時の影響確認においては燃料貯蔵プール・ピット等の

形状を踏まえ実態に沿った解析モデルとする。 

  具体的には、解析モデルにおいて燃料貯蔵プール・ピット等の内側（NS 方向）に張り

出している床面は、床面を介した燃料貯蔵プール・ピット等同士の水の移動（EW 方向）

が期待できるため、当該床面を解析モデルへ考慮し、実態に沿ったスロッシング量の評

価を行う。 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 3 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

4 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 3 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

5 

(4)影響確認の解析条件

※１：影響確認における初期水位については、溢水量が多くなる初期水位「高」により影

響確認を実施する。（初期水位の違いによるスロッシング量への影響については、

同様の挙動を示すことが考えられる。） 

※２：蓋の取外し箇所は、燃料移送水路に設置している６箇所中 3箇所である。また、３

箇所を同時に取外すことはないものの、保守的に 3箇所全てを取外した状態でモデ

ル化する。
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 4 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

1

コメント管理 No.34

【コメント】 

漏えい検知器について，評価上は期待しないが，実際は期待しているとこ

ろがあるように読み取れたので，設工認なので，期待するものは何か，とい

うことをはっきり説明すること。 

【回答】 

溢水対策設備としての漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，
中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔
操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離するために設置する設備で
ある。 
一方，通常運転時の監視(廃液受槽の液位上昇等)や現場巡視による溢水の

検知・隔離により，溢水防護対象設備の健全性を確保できるため，溢水対策
設備としての漏えい検知器及び液位計による検知は期待していない。 

以上 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 5 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

1

コメント管理 No.46

【コメント】 

堰，防水扉，水密扉（水密ハッチ含む）の用途，使い分けを明記するこ

と。 

【回答】 

堰，防水扉，水密扉(水密ハッチ含む)は，いずれも想定される溢水水位に
対して止水性を維持することで溢水伝播を防止する設備であり，以下に使い
分けの考え方を記載する。 

「水密扉」(水密ハッチ除く)とその他の「防水扉・堰」の使い分けについ
ては，溢水水位が天井に到達するような高い水位となる場合には水密扉，そ
れ以外は防水扉又は堰となる。 

防水扉と堰の使い分けについては，原則として堰を設置することとし，堰
高さが50cmを超える場合は，アクセス時に容易に跨ぐことができないため階
段等を追設する又は荷物の搬入も考慮して防水扉を設置するものとする。 

ただし，例外として堰高さが50㎝以下となる場合でも，荷物の搬入時に障
害となる場合は防水扉を設置する。 

水密ハッチは，天井からの溢水伝播を防止する設備であるため，上記の水
密扉，防水扉，堰とは開閉方向の違いにより使い分けている。 

 

アンカーボルト
（後施工アンカー）

締付装置扉枠

ヒンジ

建屋（躯体）

締付装置

アンカーボルト
（後施工アンカー）

扉枠

ヒンジ

床面

扉

板材

板材
圧力方向

水密扉の構造図(例) 防水扉の構造図(例) 

一般扉 

防水扉 
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2

堰板 バックリブ 

床面▽

堰の構造図(例) 水密ハッチの構造図(例) 

水密扉の配置図(例) 
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3

防水扉の配置図(例) 

堰の配置図(例) 
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4

以上 

水密ハッチの配置図 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 6 Ｒ０

令和５年３月 13 日 

1

コメント管理 No.47

【コメント】 

使用済燃料貯蔵プール・ピットに設置する蓋の耐震性に係る設計要求，評

価方法を整理して説明すること。 

【回答】 

○設計要求

設計要求である「地震に対してスロッシング水量を低減する性能が損なわ

れない設計」に対し、「添付書類Ⅵ-1-1-6-5 溢水防護設備の詳細設計」にお 

いて設計要求に対する記載がないため、記載を修正する。 

○評価方法

蓋は，床面等への固定端がない可搬型設備であり、地震起因による燃料貯
蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量を低減する必要があること
から、耐震性に対する評価として以下を示す。 

① スロッシングによる溢水量の低減機能の確認
・スロッシング固有周期と共振しないように２０Hz以上となる設計とし

ている
・鉛直方向の地震に対して浮上がらない

② 燃料移送水路への落下の可能性確認
・水平方向の地震に対するずれにより、燃料移送水路へ落下しない

以上 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 8 Ｒ０

令和５年３月 17 日 

1 

コメント管理 No.22

【コメント】 

溢水量の算出にかかる安全率に関して，蒸気影響評価では除外する理由に

ついて，発電炉との差異を確認し説明すること。 

【回答】 

再処理施設における系統保有量の安全率の考え方については，没水影響評価

では1.1倍を考慮している。一方，蒸気影響評価では，蒸気拡散解析結果に対

して余裕を確保した温度条件にて蒸気曝露試験を実施しており，これにより系

統保有量を1.1倍することと同等の安全率を担保している。 

なお，蒸気影響評価で用いている系統保有量は，1.1倍しても評価に与える

影響は1℃程度である。 

以上 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 9 Ｒ０

令和５年３月 17 日 

1 

コメント管理 No.24

【コメント】 

溢水量の算定において系統保有量を安全率で乗算している理由について，

不確かさを踏まえて説明すること。 

【回答】 

系統保有水量は，配管及び容器の公称値を基本に算出しているため，製作

誤差を不確かさとして，1.1倍を乗じることとした。 

配管及び容器は，JIS規格の許容誤差以内で製作していることから，許容誤

差による配管・容器内容積の増分(5%程度)を包含する値として1.1倍を設定し

た。 

以上 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 10 Ｒ０ 

令和５年３月 17 日 

1 

コメント管理 No.29 

 

【コメント】 

その他の溢水で想定する自然現象について，考慮すべき事象全体を列挙したうえで発

電炉と比較し，過不足を整理すること。 

 

 

【回答】 

その他溢水で想定する自然現象について，考慮すべき事象を再処理施設と発電炉で列挙

したうえで比較し，過不足がないか整理した。 

整理の結果，再処理施設として設計上考慮すべき自然現象及び人為による事象に過不足

はなく，考慮されていることを確認できた。(表-1) 

なお，人為による事象については，設工認申請書に記載されていないことから，今回，溢

水00-01 別紙4-3 第2-7表に反映する。 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 10 Ｒ０

令和５年３月 17 日 

2 

以上 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 11 Ｒ０ 

令和５年３月 17 日 

 
1 

コメント管理 No.35 

 

【コメント】 

床勾配による保守性の考え方について、現実的としている設定が平均的な

話となっており、保守性を示すものとなっていないため、根拠を踏まえて説

明すること。 

 

 

【回答】 

再処理施設における床勾配の設定については，集水が側溝方式の場合とファ

ンネル集中方式の場合に大きく分類される。 

このうち，側溝方式の場合，図 1に示すように，床勾配は側溝に向かった一

方向に設定される。したがって，床勾配部分に滞留する溢水量は，当該区画の

床勾配高さの 1/2 相当の体積となる。 

 

 
図 1 側溝方式の場合の床勾配への滞留量 

 

再処理施設における溢水水位の算出に当たっては，溢水量と当該区画の床面

積から算出される水位に，床勾配分の考慮として最大床勾配の 1/2 分を嵩上

げして設定することとしているが，これは上記の側溝方式を想定して設定した

ものである。 

 

一方，ファンネル集中方式の場合，ファンネルが中央付近に存在すると仮定

すると，床勾配はファンネルに向かって設定されるため，床勾配部分に滞留す

る溢水量は，当該区画の床勾配高さの 1/3 相当の体積となる。(床勾配部分に

滞留する溢水が四角錐形状となるため。) 

 

 
図 2 ファンネル集中方式の場合の床勾配への滞留量 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 11 Ｒ０

令和５年３月 17 日 

2 

これより，溢水水位に対する床勾配分の考慮については，現場の実態に則し

た方法として，側溝方式又はファンネル集中方式による滞留量を設定すること

を基本とする。 

当該の区画がファンネル集中方式の場合には，床勾配分に滞留できる溢水量

が床勾配高さの 1/3 相当であることから，差分の床勾配高さの 2/3 分(最大床

勾配高さに対する m)を嵩上げすることとする。また，床勾配は集水のた

めに設定されるものであることから，直線となる稜線形状にて設計されるため，

1/3 相当の滞留量による設定は妥当と判断する。 

よって，それぞれの床勾配の形状を踏まえた最大の滞留水位を考慮すること

から，保守性は確保される。 

以上 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 12 Ｒ０

令和５年３月 17 日 

1 

コメント管理 No.37

【コメント】 

屋外タンク等の破損による溢水に対し，発電炉では局所的な評価を実施し，再処理で

は実施していないが，この必要性を整理して説明すること。 

【回答】 

 屋外の溢水評価方法については，広域的な評価と局所的な評価があり，溢水防護建屋及

び溢水源となる機器の配置並びに溢水源となる機器の構造を踏まえ選択し評価している。 

再処理施設においては，溢水源となる屋外タンク等が広い敷地に溢水防護建屋に近接

することなく点在しており，また，溢水防護建屋と同じ高さに設置されていることから，

その状況を踏まえ，広域的な評価を実施している。  

なお，局所的な評価について以下の通り検討した結果，局所的な影響はないことを確認

している。 

局所的な評価として検討対象となる屋外タンク等は，溢水防護建屋に近く，かつ，溢水

量が多いタンク等となる。「第1表 屋外タンク等」及び「第1図 屋外タンク等及び溢水

防護建屋の配置図」を基に検討した結果，工業用水製造施設及び飲料水製造施設が選定さ

れた。 

工業用水製造施設及び飲料水製造施設の屋外タンクは溢水防護建屋に近接しておらず，

溢水防護建屋開口部までの直線距離は m以上確保され，直線距離間には建物が配置さ

れており，さらに，溢水防護建屋と同じ高さに設置されていることから，当該タンクから

溢水が発生したとしても，指向性をもって溢水防護建屋の開口部に直接溢水が伝播する

ことはない。 

工業用水製造施設の屋外タンクは基礎に固定されておらず，また，タンクと配管の接続

部は溢水防護建屋と真逆に設置されていることから，この構造を踏まえると，損傷モード

としては地震時の屋外タンクの滑りにより配管の完全全周破断が想定され，その場合に

発生した溢水は溢水防護建屋開口部に指向性をもって伝播することはない。 

以上 
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第1表 屋外タンク等(1/2) 

№ 建屋・設備・系名称 設備 
保有量 

(m3) 

1 開閉所 
構内電源設備限流リアクトルD1(絶縁油) 

構内電源設備限流リアクトルD2(絶縁油) 

2 常用冷却水製造設備 冷却塔 

3 常用冷却水製造設備 散水用水貯槽 

4 ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所 
燃料油貯蔵タンクA 

燃料油貯蔵タンクB 

5 ボイラ用燃料貯蔵所 
燃料油サービスタンクA 

燃料油サービスタンクB 

6 

ユーティリティ建屋内 消火用水槽 

工業用水製造施設 

ろ過水貯槽 

飲料水貯槽 

純水貯槽A 

純水貯槽B 

7 飲料水製造施設 飲料水増設貯槽 

8 
ディーゼル発電機用 

燃料油受入れ・貯蔵所 

燃料油貯蔵タンクA 

燃料油貯蔵タンクB 

燃料油貯蔵タンクC 

燃料油貯蔵タンクD 

9 先行常用冷却水製造設備 
冷却塔 

膨張槽 

10 運転予備用冷却水製造設備 冷却塔 

11 ユーティリティ建屋 
冷却塔 

膨張槽 

12 ユーティリティ建屋 
1号受電変圧器(絶縁油) 

2号受電変圧器(絶縁油) 

13 第２ユーティリティ建屋 
3号受電変圧器(絶縁油) 

4号受電変圧器(絶縁油) 

14 第２ユーティリティ建屋 冷却塔A～D 

15 再処理事務所 西棟 受水槽 

16 非常用電源建屋冷却水設備 
冷却塔A 

冷却塔B 

17 安全冷却水系 安全冷却水A冷却塔 

18 安全冷却水系 安全冷却水B冷却塔 

19 安全冷却水系 
安全冷却水系冷却塔A 

膨張槽A 

20 安全冷却水系 
安全冷却水系冷却塔B 

膨張槽B 

21 原水ポンプ建屋 貯水槽 

22 旧バッチャープラント 貯水池 
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第1表 屋外タンク等(2/2) 

№ 建屋・設備 設備 
保有量 

(m3) 

A 窒素循環用冷却水設備 冷却塔 

B 冷却水設備 

工程用冷凍機A用冷却塔 

工程用冷凍機B用冷却塔 

工程用冷凍機C用冷却塔 

C 空調用冷水設備 空調用冷凍機A～L 

D 窒素ガス設備 
窒素ガス発生装置A(冷却水) 

窒素ガス発生装置B(冷却水) 

E 燃料油供給設備 ボイラ用燃料受槽 

F 水素・アルゴン混合ガス設備 混合ガス充填装置 

合計 
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第1図 屋外タンク等及び溢水防護建屋の配置図 
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5 

 

注：〇№は，第3図の凡例（写真撮影箇所）を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タンク周りの拡大図 

第2図 第1ガラス固化体貯蔵建屋周辺の配置状況 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 12 Ｒ０ 

令和５年３月 17 日 

6 

①  

 
 

②  

 

③  

 
 

④  

 

⑤  

 
 

⑥  

 

⑦  

 
 

注：〇№は，第2-2図の写真撮影箇所を 

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3図 現場配置状況 

 

溢⽔の流れ⽅向 

第 1 ガラス固化体貯蔵建屋開⼝部ま
での距離は、直線距離；103m、回り込
むと仮定した場合；137m 

第 1 ガラス固化体 

貯蔵建屋 

溢⽔の流れ⽅向 

第 1 ガラス固化体 

貯蔵建屋 開⼝部 

第 1 ガラス固化体 

貯蔵建屋 開⼝部 

⼯業⽤⽔製造設備 

第 1 ガラス固化体貯蔵建屋⽅向に
配管は接続されていない 

接続配管は写真⑥⑦参照 

⼯業⽤⽔製造設備 

第 1 ガラス固化体貯蔵建屋の反対
側に配管が接続されている 

⼯業⽤⽔製造設備 

第 1 ガラス固化体貯蔵建屋の反対
側に配管が接続されている 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 13 Ｒ０

令和５年３月 24 日 

1 

コメント管理 No.39

【コメント】 

屋外で発生する溢水に対する影響評価について、炉と異なる章構成として

いることが、却って内容を複雑にしている面もあるため、どちらが良いか整

理して説明すること。 

【回答】 

再処理施設の設工認申請書（添付書類）について，評価方法と評価結果を
分ける構成とすることを共通方針としている。 
溢水としては，本共通方針に従い，評価方法（Ⅵ－１－１－６－３），対

策設備の詳細設計（Ⅵ－１－１－６－４）及び評価結果（Ⅵ－１－１－６－
７）の資料構成としている。
上記，資料構成を受けて再処理施設においては，没水，被水，蒸気の事象

毎に評価方法（Ⅵ－１－１－６－３），対策設備の詳細設計（Ⅵ－１－１－
６－４）及び評価結果（Ⅵ－１－１－６－７）について説明している。 
共通方針を受けた資料構成にすることで，他条文との横並びを図るととも

に再処理施設の設工認申請書として統一がとれた説明ができる構成としてい
る。 

以上 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 13 Ｒ０ 

令和５年３月 24 日 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（溢水 00-01 別紙 4-3，別紙 4-4 及び別紙 4-5「目次」抜粋） 

(屋内、屋外の評価方法) 

 

4. 溢水評価 

4.1 没水の評価方法 

①屋内の評価方法 

②屋外の評価方法 

4.2 被水の評価方法 

①屋内の評価方法 

②屋外の評価方法 

4.3 蒸気の評価方法 

①屋内の評価方法 

②屋外の評価方法

(屋内、屋外の評価結果) 

 

2. 溢水評価結果 

2.1 没水の評価結果 

①屋内の評価結果 

②屋外の評価結果 

2.2 被水の評価結果 

①屋内の評価結果 

②屋外の評価結果 

2.3 蒸気の評価結果 

①屋内の評価結果 

②屋外の評価結果

(屋内の評価方法、結果) 

 

2. 溢水評価 

2.1 没水の評価 

①屋内の評価方法 

②屋内の評価結果 

2.2 被水の評価 

①屋内の評価方法 

②屋内の評価結果 

2.3 蒸気の評価 

①屋内の評価方法 

②屋内の評価結果

発電炉 

の章構成 

再処理施設 

の章構成 

(屋外の評価方法、結果) 

 

3. 溢水防護区画を・ 

3.1 屋外タンク等・・ 

①屋外の評価方法 

②屋外の評価結果 

3.2 その他の地震・・ 

①屋外の評価方法 

②屋外の評価結果 

3.3 タービン建屋・・ 

①屋外の評価方法 

②屋外の評価結果 

3.4 海水ポンプ室・・ 

①屋外の評価方法 

②屋外の評価結果 
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コメントに対する対応方針（溢水） 別紙 14 Ｒ０ 

令和５年３月 24 日 

1 

コメント管理 No.44 

 

【コメント】 

評価に用いる数値の丸め方（処理桁数、切り上げ/切り捨て）によっては、

判定基準を満足しない可能性もあるため、留意すること。 

 

 

【回答】 

評価に用いる数値については，防護すべき設備への溢水影響が大きくなるよ
うに端数処理を行うことで，評価の保守性を確保している。また，端数処理を
行う桁については，評価で比較する算出値の有効桁数を考慮して設定している。 
 
溢水評価に用いる数値に対して以下のとおり設定している。 

 
1. 溢水量(Q)の設定 

溢水量(Q)は，防護すべき設備に対して溢水影響が大きくなるように，切
り上げによる端数処理を行う。 
溢水量(Q)は，有効桁数は小数第1位までとする。 
 

2. 溢水水位(H)の算出 
溢水水位(H)は，溢水量(Q)，滞留する区画の面積(A)及び床勾配の考慮(h)

から以下の式にて算出する。 
防護すべき設備に対して溢水影響が大きくなるように，次のとおり端数処

理を行う。 
  H = Q/A+h 

・溢水量(Q)：   切り上げ 
・滞留面積(A)：  切り捨て 

     ・床勾配の考慮(h)：切り上げ 
また，溢水水位(H)は，3.に示す機能喪失高さとの比較により没水影響を

判断することから，有効桁数は機能喪失高さと合わせた小数第2位までとす
る。 

 
3. 機能喪失高さの設定 

機能喪失高さは，防護すべき設備における機能喪失高さに対して，切り捨
てによる端数処理を行う。有効桁数は，溢水水位(H)の算出と合わせ小数第2
位までとする。 
 

 

以上 
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【非公開版】 日本原燃株式会社
令和５年３月24日

分類
（キーワード）

No.

別紙４全体 1
薬品00-01 R21　別紙4-1～
5

2023/2/10 化学薬品の漏えい評価において、漏えいを発生させない対
応を採るというコンセプトは、全体説明に大きくかかわる
ことから、冒頭でしっかりと説明すること。

化学薬品の漏えい評価において、漏えい源の除外により漏
えいを発生させない対応を採るというコンセプトを、薬品
00-01 別紙4-1及び4-3に追記して説明する。

資料反映：
2023/4/上旬
（「1. 設計条件及び
評価判断基準」）

－

化学薬品の漏えいに
よる損傷の防止に対

する基本方針
2.6

2 薬品00-01 R21　別紙4-1

2023/2/10 薬品防護設備について、溢水防護設備と兼用するものはな
いのであれば、その旨を明記すること。

薬品の漏えいについては、耐震・応力評価及び補強を行う
ことで、漏えいを生じさせないことを基本の対応とするこ
とにより、溢水防護設備と兼用とするものはない。これに
ついては、薬品00-01 別紙4-1の「2.6　化学薬品防護設備
の設計方針」に明記する。

資料反映：
2023/4/上旬
（「2-1. システム設
計、構造設計」） －

化学薬品防護対象設
備の選定

3 薬品00-01 R21　別紙4-2

2023/3/3 評価対象設備の選定について、溢水での見直しと同様に対
応している状況について、適時報告すること。

溢水と同様に確認作業を実施しており、確認作業完了後、
補足説明資料に記載して説明する。

別紙提出：
（調整中）

資料反映：
2023/4/上旬
（「1. 設計条件及び
評価判断基準」）

追而

化学薬品の漏えい評
価条件の設定

2.1
4 薬品00-01 R21　別紙4-3

2023/3/3 想定破損による化学薬品の漏えい量として有意値が記載さ
れている箇所がある（申請書にて確認）が、薬品は一般共
同溝以外では漏えいしない認識であり、実際の状況を説明
すること。

想定破損においては，ターミナルエンドは漏えい源として
設定しており，一般共同溝以外でも前処理建屋，分離建屋
他で漏えいが発生する。ただし，当該の漏えいによって影
響を受ける評価対象設備はない。
この内容について，薬品00-01 別紙4-3に追記して説明す
る。

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2. 解析・評価
等」） －

化学薬品の漏えい評
価条件の設定

2.1
5 薬品00-01 R21　別紙4-3

2023/3/3 漏えい源の設定において、漏えい源から除外する配管に対
する保守管理はどのように考慮するか、説明すること。

破損想定を除外している配管については，減肉管理を必要
とする系統と代表箇所を選定し，減肉管理を実施していく
こととしている。管理対象の選定や考え方について，補足
説明資料にて説明する。

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2. 解析・評価
等」）

－

化学薬品の漏えい評
価条件の設定

2.3
6 薬品00-01 R21　別紙4-3

2023/3/3 地震起因による化学薬品の漏えいについても、一般共同溝
以外で漏えい量が記載されているが、記載を確認し、実際
の状況を説明すること。

地震起因による化学薬品の漏えいについては，一般共同溝
以外に,前処理建屋及び精製建屋においてセル内で漏えいが
発生する。これは，セル内においては補強工事が困難であ
ることによるが，当該の区画に評価対象となる化学薬品防
護対象設備はなく，化学薬品の漏えい評価への影響はな
い。
この内容について，薬品00-01 別紙4-3に追記して説明す
る

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2. 解析・評価
等」） －

化学薬品の漏えい評
価条件の設定

2.3
7 薬品00-01 R21　別紙4-3

2023/3/3 一般共同溝内で発生した漏えいが接続する建屋に影響しな
いことを整理すること。

一般共同溝内で発生した薬品漏えいについて，漏えいが発
生する箇所と接続建屋との位置関係から漏えいした薬品が
伝搬しないことを確認済みであり，別紙で説明する。

別紙提出：
2023/3/24

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2. 解析・評価
等」）

1

化学薬品の漏えい評
価方法

4.
8 薬品00-01 R21　別紙4-3

2023/3/3 アクセス通路部において、薬品ではその影響も考慮する必
要があるが、溢水と同じ考え方でよいかを説明すること。

溢水と同様にSAのアクセスルートが該当するが、薬品漏え
い時は対応する防護具を装着して対応可能であることか
ら，それ以外のアクセス性については溢水と同じ考え方で
あることを整理し，説明する。
なお，防護具に関する記載については、SAの添付書類(Ⅵ-
1-1-4-2-2）に記載済みである。

－ SA 追而

化学薬品の漏えい評
価方法
4.1

9 薬品00-01 R21　別紙4-3

2023/3/3 屋外の漏えい評価の液位算出において、評価方法(b)に記載
の90度広がりについて、理由を含めて考え方を整理して説
明すること。

タンクローリからの破損想定については，タンクローリは
構内道路を移動することから特定した場所での破損想定は
できない。
タンクローリの移動経路から最も近い薬品防護建屋及び屋
外にある薬品防護対象設備に対して，タンクローリが最接
近した場所で損傷することを想定し，薬品防護建屋及び屋
外にある薬品防護建屋に向かって薬品が一定の広がり（90
度）で伝播するとした評価の考え方を補足説明資料に記載
して説明する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2. 解析・評価
等」）

追而

対応スケジュール
他条文、共通
資料との関係

有無
別紙No.

コメントに対する対応方針（化学薬品）

コメント管理No.
コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）
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分類
（キーワード）

No.

対応スケジュール
他条文、共通
資料との関係

有無
別紙No.

コメントに対する対応方針（化学薬品）

コメント管理No.
コメントを受けた資料 コメント日 コメント内容 対応方針（回答方針）

化学薬品の漏えい評
価方法
4.1

10 薬品00-01 R21　別紙4-3

2023/3/3 屋外の漏えい評価について、溢水とは評価方法が異なる
（溢水は評価範囲全体に一様に広がる）が、この違いにつ
いて、それぞれの評価に対する保守性を含めて説明するこ
と。

溢水評価における溢水源は，化学薬品漏えい評価における
漏えい源と異なる。
各々の評価の違いについては，整理して補足説明資料で説
明する。

別紙提出：
2023/3/31

資料反映：
2023/4/中旬
（「2-2. 解析・評価
等」）

追而

2/2 96



コメントに対する対応方針（化学薬品）　別紙リスト
令和５年３月24日　R０

資料№ コメント管理No. 提出日 Rev

別紙1 7 3/24 0

別紙
備考
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コメントに対する対応方針（化学薬品） 別紙 1 Ｒ０

令和５年３月 24 日 

1 

コメント管理 No.7

【コメント】 

一般共同溝内で発生した漏えいが接続する建屋に影響しないことを整理す

ること。 

【回答】 

化学薬品は，試薬建屋から構内地下に敷設された洞道(一般共同溝)を介して

各建屋に供給される。一般共同溝は，構内地下を東西南北に走る主幹となる洞

道と，主幹となる洞道と各建屋を接続する洞道により構成される。 

洞道内の配管についても，耐震・応力評価及び補強により漏えい源から除外

する対応を採っているが，耐震性を有さない一部の主幹となる洞道において，

地震起因による化学薬品の漏えい源が存在する。 

漏えいした化学薬品は，発生箇所である主幹となる洞道に滞留するが，建屋

と接続する洞道は，主幹となる洞道の上部又は天井部に設置されており，この

接続高さ( m 以上)は，想定する化学薬品の漏えい量による液位を上回るも

のである。 

したがって，漏えいした化学薬品が隣接する建屋に流入することはない。 

図 洞道と化学薬品防護建屋の接続イメージ(左：平面，右：断面) 

以上 
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